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第１章 中間見直しについて 

１ はじめに 

本市における下水道事業の経営戦略は、社会的ニーズや環境の変化に柔軟に

対応するため、定期的な見直しが必要です。特に、総務省からの通知（令和４

年１月 25 日「経営戦略」の改定推進について）を受け、人口減少や施設の老朽

化、物価の上昇といった課題を踏まえた戦略的な対応が求められています。 

近年では、令和６年能登半島地震や八潮市の流域下水道事故といった出来事

を通じ、インフラの安全性や災害対応の重要性が改めて認識されました。八尾

市においても、令和６年度には下水道使用料の減免制度を廃止するなど、前回

の見直し以降、社会・制度両面でさまざまな変化が生じており、経営戦略の再

検討が不可欠となっています。 

現在、本市では下水道施設の老朽化対策として、「八尾市公共下水道事業ス

トックマネジメント計画」（実施方針）に基づく点検・調査を進めており、そ

の進捗に応じた事業費の計上が必要です。令和８年度から 12 年度にかけては、

老朽化対策の本格実施に向けた重要な転換期となるため、財源の確保だけでな

く、人員や組織体制の強化が必要です。 

また、現在の下水道使用料の算定期間は令和７年度までとなっており、令和

８年度以降の新たな料金体系の検討が必要です。これは、将来の運営費や老朽

化対策に対応できる持続可能な財政基盤の構築に直結する重要な課題です。 

今回の経営戦略の見直しは、こうした課題に対応し、八尾市の下水道事業が

将来にわたって安定的かつ効率的にサービスを提供し続けられるよう、経営の

方向性を再構築するものです。また、今後も３～５年ごとに経営戦略を見直

し、社会情勢の変化に柔軟に対応しなければなりません。 

今回の経営戦略の見直しを通じて、八尾市の下水道事業の運営をより強固な

ものとし、市民の皆さまにとって安心で信頼されるサービスの提供に努めてま

いります。 
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２ 計画期間 

平成３０年度（２０１８）～令和１２年度（２０３０）１３年間 

 

３ 経営戦略の見直しについて 

本市の経営戦略は、令和３年に投資財政計画の見直し行いました。見直し後

５年が経過する令和７年度に、再度見直しを行います。そして令和１１年度か

ら令和１２年度にかけて、令和１３年度以降の次期経営戦略を策定する計画と

なっています。 

現在の下水道使用料の算定期間は令和７年度までです。次期算定期間は５年

間（令和８年度～令和１２年度）と設定します。 

 

 

 

 

  

H28 H29 H30 R2 Ｒ3 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ12

１０年間

１３年間

１０年間

下水道使用料算
定期間

経営戦略期間
（当初）

経営戦略見直し
（前回） 経営戦略期間ー３

経営戦略期間ー３

5年間
経営戦略見直し
（今回）

下水道使用料
算定期間の設定

（今回）

経営戦略期期間ー１ 経営戦略期間ー２ 経営戦略期間ー３

経営戦略期間ー２

経営戦略期間ー３

5年間
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第２章 現状と課題 

１ 八尾市下水道事業の基本データ 

（１）下水道施設の概要 

(令和７年３月末時点) 

市域面積 4,172ha 都市浸水対策達成率 92.2％ 

行政区域内人口 258,285 人 下水道管布設延長 845km 

全体計画面積 3,485ha 合流管 762km 

供用開始年月日 S48.7.1 汚水管 66km 

全体計画人口 251,000 人 雨水管 17km 

処理区域内人口 249,366 人 年間総処理水量 45,560,888 ㎥ 

水洗化人口 236,799 人 年間有収水量 26,920,397 ㎥ 

整備人口普及率 96.7％ 法適用年月日(一部適用) H27.4.1 

処理人口普及率 96.5％ 

 

本市の下水道事業は、市域面積 4,172ha のうち、約 3,485ha を公共下水道区

域とし、山手地域、飛行場周辺は分流式下水道を、それ以外は合流式下水道を

採用しています。本市は処理場、ポンプ場を有しておらず、大阪府の寝屋川南

部流域下水道と、大阪市の平野処理区公共下水道に接続し処理を行っていま

す。 

八尾市寝屋川南部流域関連

公共下水道事業(約 3,410ha) 
八尾市平野処理区公共

下水道事業(約 70ha) 

八尾市大和川下流東部流域関連

公共下水道事業(約 0.4ha) 
八尾市大和川下流西部流域関連

公共下水道事業(約 4ha) 
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（２）組織機構 

 

 下水道部        下水道経営企画課        経営企画係 

                             業 務 係 

             下 水 道 管 理 課        管 理 係 

             下 水 道 整 備 課        計 画 係 

                            整 備 係 

 

 下水道部は、現在３課５係体制で構成されています。 

 

公共下水道事業会計 職員数（令和７年４月１日現在） 

 正職員 再任用 会計年度 合計 

部長 １人   1 人 

次長 １人   1 人 

下水道経営企画課 11 人  2 人 13 人 

下水道管理課 9 人 1 人 4 人 14 人 

下水道整備課 10 人  1 人 11 人 

合計 32 人 1 人 7 人 40 人 

  



 

- 5 - 

(３) 下水道使用料 

 本市の下水道使用料は、平成 28 年から令和７年度までの 10 年間を使用料算

定期間とし、資産維持費を含む総括原価方式に基づいています。基本料金と従

量料金を組み合わせた二部料金制を継続しています。 

一般用（税抜き） 

使用水量 金額 

基本料金 450 円 

１～10 ㎥ 63 円 

11～20 ㎥ 125 円 

21～30 ㎥ 150 円 

31～50 ㎥ 190 円 

51～100 ㎥ 212 円 

101～250 ㎥ 230 円 

251～500 ㎥ 247 円 

501～1000 ㎥ 270 円 

1001 ㎥以上 290 円 

  

公衆浴場（税抜き） 

使用水量 金額 

１～600 ㎥ 22 円 

601 ㎥以上 28 円 
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２ 下水道事業の現状と課題 

（１）整備状況 

・本市の下水道事業は主に合流式を採用し、市街化区域を中心に整備に取り

組み、令和５年度末に処理人口普及率が 95％を超えました。また都市浸水

対策達成率は、令和６年度末に 92.2％となり、浸水対策についても高い達

成率となっています。 

 

 

・令和６年度に改定した八尾市公共下水道ストックマネジメント計画（実施

方針）に基づき、老朽化対策を進めていますが、現時点では施設の経過年

数が比較的短いため、点検・調査データの蓄積が十分ではありません。 

・今後は、計画的な事業の実施と進捗管理を行い、ストックマネジメント計

画の推進に向けて、点検・調査情報の蓄積と分析、さらには耐震化事業と

の整合を図る必要があります。そのための基盤として、台帳の整備、シス

テムの構築が課題となります。 

・大規模下水道管路特別重点調査等事業において、緊急に対策が必要な施設

が発見された場合は、ストックマネジメント計画との整合を図りながら、

優先順位を決定し事業を実施します。 
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・旧陶管の取付管が使用されているエリアでの陥没の発生件数が増加傾向にあ

ることを受け、陥没事故を無くすために約 17,000 箇所ある旧陶管の取付管に

ついて、今後 10 年以内の改築完了を目標とします。 

・令和６年 1 月 1 日に発生した能登半島地震では、下水道施設に大きな被害が

発生しました。本市においても、特に重要施設に接続する管渠の耐震化を強

化する必要があります。 

・八尾市上下水道耐震化計画(上下水道)を、令和７年１月に策定しました。対

策が必要な避難所等の重要施設に接続する管路等について、今後概ね 36 年

間（令和 42 年度まで）で耐震化を完了することを目指し、このうち令和７

年度から令和 11 年度の５年間では、24 施設に接続する下水道管路等の耐震

化を実施することを目標とします。 
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（２）下水道使用料 

・八尾市における人口は平成２年をピークに減少を続けており、「第２期八尾市

人口ビジョン・総合戦略」（令和３年３月）の令和 10 年の想定人口は

254,000 人となっています。（令和７年９月末現在、257,912 人） 

 

 

・下水道使用料収入は、下水道整備の進捗に伴う接続戸数の増加により、増加

基調にありましたが、令和元年度以降からは増加傾向が止まり、現状では横

ばいの状態となっています。 
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・一方、調定件数は依然として増加しており、有収水量の伸びは見られないもの

の、使用水量の少ない階層は増加傾向が続いています。事業所、大口使用者

については、傾向の予測が困難な状況です。 

 

・また、令和６年度に下水道使用料の減免制度の廃止をしたことによる増収が、

令和７年度以降見込まれます。 

・令和７年３月、経営戦略の見直しを議題に、八尾市公共下水道事業経営審議会

において、下水道使用料の見直しについての検証を行いました。 

・令和６年度決算見込みの下水道使用料を令和 12 年までの収入額と固定し、ス

トックマネジメント計画により算出した想定事業費を元に、投資財政計画の

検証を行いました。(令和７年３月) 

・事業費の増加を見込み、収益的収支は純利益が減少するものの、大幅な不足は

ありませんでした。資金面でも、資本費平準化債を活用しながら、内部留保

資金の確保が可能という検証結果となりました。 

・検証の結果、現時点では早急な使用料改定を行う必要はないと判断します。

令和８年度～令和 12 年度の次期使用料算定期間（５年間）については、現

在の使用料体系を継続します。しかし、毎年度の決算状況や社会情勢の変動

を踏まえて柔軟に対応する必要があり、５年以内に再度検証を行います。 
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（３）流域下水道 

（ア）維持管理費負担金 

・維持管理費負担金について、令和３年に見直した投資財政計画では上昇を見

込んでいます。令和３年度～令和６年度実績では、令和４年度に計画値を初

めて上回り、令和６年度も同様レベルの金額となっています。 

・物価上昇や動力費高騰の影響により、今後も維持管理費負担金の変動が見込

まれます。また委託費も年々上昇しており、大阪府より示される中期計画

は、年々上昇しているため、投資財政計画の見直しが必要です。 

・減価償却費負担が令和７年度より開始されました。段階的に引き上げられ、

令和 11 年度からは、完全実施となります。 
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（イ）建設費負担金 

・流域下水道建設費負担金については、汚水処理施設は概成していますが、都

市化の進捗に伴い不足した雨水排水能力を補うため、下水道増補幹線の整備

をおこなっています。また、老朽化による維持管理費の増加や重大トラブル

による処理機能の停止を招かないため、健全度に応じた計画的な改築更新等

が喫緊の課題となっています。 

・令和７年８月に示された中期計画では、事業費の増加が計画されており、投

資財政計画の見直しが必要です。 
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（４）組織機構 

・新設事業の縮小に伴い職員数は減少し続け、組織の高齢化が進んでいます。 

 

・老朽化対策事業への転換期を迎える中、これまで減少傾向にあった職員数の

確保及び組織の再構成が必要となっており、政策企画部と協議を行っていま

す。 

・旧陶管事業、改築事業及び耐震化事業に重点をおき、円滑な事業実施を図る

ため、必要な人員を確保し再構成を行います。 

職員数推移 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

収益的収支 21 人 22 人 23 人 24 人 24 人 23 人 23 人 

資本的収支 17 人 13 人 13 人 10 人 10 人 10 人 10 人 

合計 38 人 35 人 36 人 34 人 34 人 33 人 33 人 

 

職員数計画 
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（歳）
（⼈）

事務職員 技術職員 平均年齢 最年少年齢

 R8 R9 R10 R11 R12 

収益的収支 27 人 27 人 27 人 27 人 27 人 

資本的収支 11 人 11 人 11 人 11 人 11 人 

合計 38 人 38 人 38 人 38 人 38 人 
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（５）経営状況 

（ア）収益的収支 

・維持管理費（流域下水道）の増加に伴い、令和８年度以降の純利益は減少し

ます。また使用水量の変動や大口利用者による急な使用量の減少などの影響

による、収支の悪化の懸念があります。 

・こうした状況を想定し、突発的な赤字に備えた財政的な対策として、令和６

年度決算において、未処分利益剰余金を５億円以上に設定しました。 

・物価、動力費、材料費、委託費の上昇や職員給与費等、費用の上昇を見込む

必要があります。 

・突発的な事後保全の増加は、経営の圧迫要因となります。ストックマネジメ

ント事業推進のための補修修繕費の確保も必要です。また、修繕と改築の判

断についての見極めが今後の経営に影響します。 

（イ）資本的収支 

・施設の老朽化が進む中、本格的な改築事業の推進が必要です。現在は更新投

資への移行期にあり、事業費の大幅な増加には至っていないものの、将来的

には年間約 30 億円規模の改築事業が必要と見込まれています。そのため、

令和８年度から令和 12 年度までの５年間を、老朽化対策事業の進捗のため

の基盤づくりの期間と位置づけ、着実に取り組む重要な時期となります。 

・老朽化、耐震化対策について政策企画部と協議し、第６期実施計画において

は拡大の方向で協議を行っています。 

・令和８年度から令和 12 年度の５年間は、旧陶管事業、改築事業、耐震化事業

を、重点的に実施します。 

・下水道事業資産を対象に、優先順位づけによる投資の平準化を図ることも重

要です。 

・新設事業については、事業全体の優先度を検討した中での実施とします。 
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（ウ）内部留保資金 

・令和６年度末の内部留保資金は約 26 億円です。令和８年度以降の資本費平

準化債発行額の上限の減少や、不測の事態に備えることを踏まえ、資本費平

準化債の発行額を計画より令和７年度末までに、10 億円増額します。 

・単年度純利益の減少が見込まれるため、資本費平準化債を令和８年度から令

和 10 年度にかけて総額 17 億円発行予定です。 

・令和 11 年度に内部留保資金は、最も減少しますが、20 億円は下らない見込

みです。 

（エ）企業債 

・令和８年度から令和 12 年度は改築事業への転換期です。必要な投資を行

い、市民の安全・安心な生活環境の確保を最優先に、事業を遂行していきま

す。 

・企業債の金利は上昇局面となっています。 

・政府系の資金調達方式については、令和７年度より「元利均等方式・長期固定

金利」から、「元金均等方式・10 年見直し方式」へと転換し、今後 10 年間の

支払利息を抑制し、当面の負担の平準化とリスク分散を図ります。 

・また、資本費平準化債の発行については、民間資金の活用も検討します。 
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（オ）国補助金 

・国の財政制度等審議会の指摘事項にあるように、汚水施設の改築については

国補助金の制度の見直しを検討すべきと指摘を受けています。また、国費採

択条件について見通しが立っていないことから、投資財政計画では、国費収

入は見込まないこととしています。 

（カ）一般会計繰入金 

・本市は浸水対策を中心に下水道事業を開始したため、合流式下水道の割合が

非常に高くなっています。雨水公費汚水私費の原則から、雨水事業について

は、一般会計が財源となります。 

・資本費や維持管理経費等の収益的支出の財源について、汚水処理費の財源と

なる下水道使用料の検討も必要ですが、同時に一般会計負担の負担増となる

ことについても協議が必要です。 
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（キ）経営比較 

 

経営分析レポート
１.収益性

経営指標：経費回収率

汚水処理に要した費用に対する使用料による回収

程度を示す。

どういう指標？
下水道使用料

—————————————————————×100

汚水処理経費

目指す方向

実績は？

・R5に比べR6は良化に転じたが、依然過年度より低い水準である。

・流域下水道維持管理費負担金に占める汚水処理経費が減少したため良化となった。

要因は？

・下水道使用料収入について、コロナ禍の影響で短期的に不規則な増減はあるが、各自治体では概ね減少

傾向にあるなか、本市は安定的な水準といえる。

・汚水処理原価について、本市が最も高い水準となっていることや、流域下水道維持管理費負担金

に占める汚水処理経費の影響を多大に受けることへの対応が今後の経営課題である。

評価は？

・R3に見直した現投資財政計画では、経費回収率は概ね110％台で推移すると見込んでいた。

・流域下水道維持管理費負担金に占める汚水処理経費が減少したため良化とした。

維持管理費負担金総額についてはほぼ横ばいで高止まりとなっている。

・R7については、流域下水道維持管理費負担金が対前年度比で増加見込みであり、かつR8以降さらなる

増加傾向との見通しを大阪府より示されていることから、引き続き動向を注視していく。
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関連指標・数値

有収水量１㎥あたりの使用料収入であり、使用料の

水準を示す。

下水道使用料

———————————————

年間総有収水量

目指す方向

有収水量１㎥あたりの汚水処理費であり、汚水処

理費の水準を示す。

汚水処理経費

——————————————————

年間総有収水量

目指す方向

年間の下水道使用料収入 年間の汚水処理経費

使用料算定の対象となる水量の合計

100％以上の場合は、経常利益が生じていることを

示す。

経常収益

——————————————————

経常費用
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（ク）広報について 

・平成 17 年度から主に小学４年生を対象に下水道出前講座を行っており、受

講した延べ学校数は 281 校、延べ人数は 23,301 人(令和７年 10 月現在)と

なり、継続して下水道の仕組みの広報を行っています。 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

目標回数 20 20 20 20 20 

実施回数 15 18 21 20 18 

 

・八尾市下水道のキャラクター「ヤッタくん」を利用した、４コマまんがの作

成や、合格祈願マンホールカード配布等、下水道の仕組みや大切さ、下水道

使用料についてご理解をいただけるよう、今後において戦略的な広報の実施

が必要となります。 
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３ 中間評価 

 経営戦略の見直しを行うためには、これまでの結果を踏まえ検証をする必要が

あります（CAPD）。前回見直しを行った令和３年度から令和６年度までの中間評

価を行います。 

（ア）ストックマネジメント計画 

Ｒ３～Ｒ６の累計 

事業内容 計画 実績 事業費 

点検調査延長 140.2km 119.3km 156 百万円 

改築事業延長 0.5km 0.5km 181 百万円 

 

・平成 29 年度にストックマネジメント計画（実施方針）を策定し、点検調

査は平成 30 年度より実施しています 

 

・管渠老朽化率 令和６年度末 9.4％ 

 

（イ）長寿命化計画 

Ｒ３～Ｒ６の累計 

事業内容 計画 実績 事業費 

改築事業延長 1.9km 1.6km 583 百万円 

 

（ウ）旧陶管の取付管改築 

Ｒ３～Ｒ６の累計 

事業内容 計画 実績 事業費 

旧陶管取付管改築 － 983 箇所 133 百万円 

 

・陶管の取付管は、総数で約 60,000 箇所あります。 

・約 17,000 箇所ある旧陶管のタイプから実施しています。 

・事業進捗については、計画目標を策定し、進捗管理を行う必要があります。 

・市役所周辺を中心に、旧陶管の取付管に関する陥没が年々増加しています。 

 

（エ）新設整備 

Ｒ３～Ｒ６の累計 

事業内容 計画 実績 事業費 

管渠延長 6.9km 6.3km 1,710 百万円 

 

・山手の市街化区域を中心に実施しています。 
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第３章 経営戦略の基本事項 

 

① 経営の基本理念 

 持続可能な下水道サービスの提供を将来にわたって実現していきます。 

 

 

② 経営の基本方針 

 経営の基本理念を実現するためにどのように活動するのかの方針を示します。 

 

 

 

 

 

③ 経営の基本目標 

 公共下水道経営の目的とこれを達成するための戦略的な将来像を基本目標によって

示します。 

 

●投資の効率化については、更なるコスト縮減や早期・低コスト型下水道整備手法等の本格導入

により、建設改良（４条）への投資を効果的に作用させていきます。 

・新設整備事業に対して集中的な取り組み 

●計画的、効率的な維持管理の実施により、既存施設の機能保全とともに、ライフサイクルコス

トの低減を図ります。 

・「八尾市公共下水道ストックマネジメント計画」（平成 29(2017)年度策定）に基づく、施設の

点検・調査、修繕・改築の実施 

●安定した経営ができる財政基盤の確保を目指していきます。 

・令和 12(2030)年度末に「内部留保資金を 40 億円確保」、「企業債残高を 500 億円以下」を目標 

●戦略的な広報の実施により、下水道に対する市民、事業者の意識の向上を目指します。 

・地域連携による情報発信の推進 

・産官協働による広報実施 

 

  

「⼤切な下⽔道 ⼤切にいつまでも」 

〇下⽔道の役割を果たすよう努めます 

・汚⽔の排除により清潔で快適な環境をつくる   ・浸⽔被害からまちを守る 

・河川や海などの⽔質を⼤切に守る        ・資源を有効活用する 

〇下⽔道を適切に維持管理し、安定した事業継続ができるように努めます 

〇持続可能な下⽔道サービスを提供するため、経営の健全化、効率的な事業運営に努めます 

〇下⽔道の⼤切な役割の周知と正しい使用法の啓発に努めます 

快適、安心なまちを守るために公共下⽔道事業の健全な経営を目指す 
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第４章 経営健全化の取組み 

１ コスト縮減の取組みについて 

・下水道事業におけるコスト縮減を図るため、業務の効率化と組織再編をあわせ

て推進します。まず、維持修繕と、旧陶管の取付管改築を統合し、機能の一体

化によって作業効率を高めることで、緊急補修等の事後保全の縮減を目指し、

維持管理費用の縮減を図ります。 

・ストックマネジメントに関する計画立案と事業執行を別の所属で担ってきた従

来の体制を見直し、統合することで、計画と実施の連動性を高めるとともに、

事業の重複や無駄のない進行管理を実現します。 

・耐震化事業と老朽化対策事業の融合を進めることで、計画・施工上の重複を回

避し、効率的な施設更新が可能となります。 

２ 今後検討予定の取組みについて 

（１）ＤＸの推進 

・電子申請、収納先拡大、会計事務の効率化等の検討を行います。 

・大阪広域水道企業団との下水道使用料システム連携の検討を行います。 

（２）民間活力の活用 

・今後は、官民連携（PPP/PFI）の活用を視野に入れた体制の検討が必要です。

包括的な業務委託は、民間資金やノウハウの導入で、財政負担の軽減と安定し

た事業運営、サービスの向上を期待するものです。 

（３）広域化、共同化 

・「大阪府域における汚水処理事業の広域化・共同化計画」に基づき、今後の連

携について協議を継続していきます。 
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３ 経費回収率の向上に向けたロードマップ 

 国土交通省からの事務連絡「下水道事業における収支構造適正化に向けた取

組の推進についての留意事項」（令和２年７月 22 日 国土交通省水管理・国土

保全局下水道部下水道事業課企画専門官発出）に基づき、経費回収率の向上に向

けたロードマップを以下に示します。 

 

（１）経営の目標 

下水道サービスを将来にわたって提供し続けるためには、財政状況を健全に

保ちつつ、計画的に投資を進める必要があります。そのため以下のとおり経

営目標を設定しています。 

指標 令和６年度（実績） 経営目標 

経常収支比率（％） 104.9 100 以上 

経費回収率（％） 110.8 100 以上 

 

（２）経費回収率の向上に向けたロードマップ 

 

経費回収率の向上に向けて、予防保全を強化し、突発的な修繕費用の抑制に努めます。 

 

（３）下水道使用料の定期的な検証  

令和７年３月に下水道使用料改定の必要性について検証を行いました。あわ

せて投資財政計画のシミュレーションも実施し、経営目標の維持を目指してい

ます。また少なくとも５年に一度は、下水道使用料改定の検証を行う方針です。 

 

（４）経営戦略の見直し  

毎年度進捗管理（モニタリング）を実施するとともに、５年に一度はローリ

ングを行います。あわせて投資財政計画についても、事業の進捗状況や社会情

勢の変化を踏まえ、CAPD サイクルを通じて、適宜見直しを行い、経営の適正化

に努めてまいります。  

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

１００％以上を維持

１００％以上を維持

経営戦略期間

経営戦略改定

経営戦略見直し

下水道使用料の
算定

経常収支比率

経費回収率
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第５章 投資・財政計画 

１ 投資財政計画について 

・今回の投資財政計画（令和８年度～令和 12 年度）の見直しは、令和 17 年度ま

でのシミュレーションを踏まえ策定しました。 

・「内部留保資金 40 億円」の目標は令和 14 年度に、「企業債残高 500 億円以

下」については、令和 15 年度に達成する見込みです。 

・令和 11 年度に、減価償却費と元金償還額（長期前受金を除く）のターニング

ポイントがあり、それ以降は、将来の改築の財源となる内部留保資金が増加す

る見込みです。 

・一般会計繰出金について財政課との協議を継続して行う必要があります。 

（１）収益的収支 

・下水道使用料は、これまでの横ばいの動きと異なる傾向が現れていないため、

令和７年 11 月時点の見込みを採用します。 

・流域下水道維持管理費負担金については、令和７年８月の実務者会資料をベー

スとします。 

・企業債利息については、現在上昇局面ということもあり、2.0％とします。 

（２）資本的収支 

・旧陶管の取付管改築事業については、年間目標個数に合わせた事業費を見込み

ます。 

・流域下水道建設費負担金については、令和７年８月の実務者会資料をベースと

します。 
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２ 長期的な経営の見通し（30 年シミュレーション） 

（１）企業債 

・老朽化対策、耐震化の実施、流域下水道建設費負担金に必要な事業費を見込ん

でおり、老朽化対策の事業費は令和 13 年度以降増加を見込んでいます。企業

債残高は令和 18 年度より増加に転じる見通しです。 

 

（２）下水道使用料 

・令和 13 年度からは人口減少の影響を受け下水道使用料収入が減少すると仮定

しました。一般家庭の使用水量を 50 ㎥以下とし想定人口の減少率を反映しま

した。 
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（３）純利益 

・下水道使用料収入の減少により純利益は減少を見込みますが、減価償却費の減

少に伴い、令和 25 年度頃より横ばいとなります。 
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第６章 安定した経営に向けて 

持続可能な下水道サービスを将来にわたって提供し続けるためには、経営戦略を策

定するだけでなく、その計画を着実に実行し、毎年度の進捗管理・検証・評価・見直

しを行う CAPD サイクルを導入・定着させることが不可欠です。 

また、社会情勢の変化等により、当初の計画との乖離が生じた場合には、適時に計

画を見直し、柔軟に対応することで、５年後に策定予定の次期経営戦略に適切に反映

し、より最適な事業運営へとつなげていきます。
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